
 

 

 

 

 

 

令和６年度 
 

 

 

 

 

富 士 市 立 高 等 学 校 

入 学 者 選 抜 実 施 要 領 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富 士 市 教 育 委 員 会 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和６年度 富士市立高等学校入学者選抜関係日程 

 

２月 ３月 

１ 木  １ 金  

２ 金  ２ 土  

３ 土  ３ 日  

４ 日 
 

４ 月 
一家転住等による志願変更受付締切り 

（午後２時まで） 

５ 月  ５ 火 一般選抜学力検査・（学校独自選抜資料） 

６ 火 
 

６ 水 
一般選抜面接・（学校独自選抜資料） 

追検査受検願締切り（午後３時まで） 

７ 水  ７ 木  

８ 木  ８ 金  

９ 金  ９ 土  

10 土  10 日  

11 日 建国記念の日 11 月 追検査 

12 月 振替休日 12 火  

13 火  13 水  

14 水 
 

14 木 
一般選抜合格者発表（正午以降） 

再募集実施校・募集定員発表 

15 木  15 金  

16 金  16 土  

17 土  17 日  

18 日  18 月 再募集願書受付開始 

19 月 一般選抜願書受付開始 19 火 再募集願書受付締切り（午後２時まで） 

20 火 一般選抜願書受付 20 水 春分の日 

21 水 一般選抜願書受付締切り （正午まで） 21 木 再募集面接等 

22 木  22 金  

23 金 天皇誕生日 23 土  

24 土  24 日  

25 日  25 月 再募集合格者発表（正午以降） 

26 月  26 火  

27 火 志願変更受付開始 27 水  

28 水 
志願変更受付締切り （正午まで） 

一家転住等による志願変更受付開始 
28 木 

 

29 木  29 金  

   30 土  

   31 日  
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選抜の基本方針 

令和６年度富士市立高等学校入学者選抜は、この実施要領に定めるもののほか、この実施

要領が定めていないものについては、令和６年度静岡県公立高等学校入学者選抜実施要領（以

下「県の入学者選抜実施要領」という。）に定めるところにより実施する。 

富士市立高等学校長（以下「校長」という。）は、学科の特色に配慮しつつ、その教育を

受けるに足る能力・適性等を判定し、合格者を決定する。 

 

Ⅰ 一般選抜 

 

第１ 募集定員及び選抜枠 

１ 募集定員 

学科ごとの募集定員は、別に公示する。 

２ 選抜枠 

一般選抜の中に、選抜方法の異なる２つの選抜枠として、学校裁量枠及び共通枠を置

く。 

 

第２ 学校裁量枠の設定学科及び選抜割合等並びに共通枠定員 

１ 学校裁量枠の設定学科及び選抜割合等 

学校裁量枠の設定学科及び選抜割合（募集定員に占める合格者の割合）は、富士市立

高等学校の意向を踏まえて、富士市教育委員会（以下「市教育委員会」という。）が定

める。（附属資料１参照） 

なお、学校裁量枠の選抜割合は、原則として 50％を上限とし、複数の選抜方法を用い

る場合には、選抜方法ごとに選抜割合を示した選抜段階を定める。その際、各選抜段階

における選抜対象者は、一般選抜受検者全員（「中学校における学習」を除く。）とす

ることも、希望者とすることもできる。 

２ 共通枠定員 

募集定員から学校裁量枠の選抜における合格者数を除いた人数とする。 

 

第３ 志願方法 

１ 志願資格 

入学を志願することができる者（以下「志願者」という。）は、次の(1)から(3)まで

のいずれかに該当する者とする。 

(1) 令和６年３月に中学校若しくはこれに準ずる学校又は義務教育学校（以下「中学校」

という。）を卒業見込みの者 

(2) 中学校を卒業した者（以下「中学校卒業者」という。） 

(3) 学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11 号）第 95条の各号のいずれかに該当

する者 

なお、学校教育法施行規則第 95 条第５号の規定により、志願資格の確認を求める場合

は、事前に校長に問い合わせて、その指示を受けること。 

２ 志願することができる学科及び通学区域等 

(1)学科 

 志願者は、志望順位を付して、学科を併願することができる。 
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 なお、ビジネス探究科又は総合探究科を第１志望とした場合は、スポーツ探究科を

除き、第２志望まで併願することができる。スポーツ探究科を第１志望とした場合の

み第３志望まで併願することができる。 

(2) 学校裁量枠 

  志願者は、学校裁量枠において、希望者を対象とする選抜段階Ⅰ、Ⅱに志願するこ

とができる。 

(3)通学区域 

県内全域とする。 

３ 受付期間 

入学願書（様式第９号）等の受付期間は、次のとおりとする。 

令和６年２月 19日（月）から令和６年２月 21日（水）正午まで 

郵送により提出する場合は、書留・親展で、令和６年２月 21 日（水）正午までに必 

着のこと。また、その場合、事前に校長と連絡をとること。 

４ 志願の手続等 

(1) 志願者による手続 

ア 中学校卒業見込みの者 

志願者は、次の書類等を、在学する中学校の校長（以下「中学校長」という。）

を経由して校長に提出する。 

① 入学願書（様式第９号） 

② 受検票（入学願書と共に市教育委員会が交付する所定の用紙） 

③ 入学検定料 2,200 円 

納入通知書兼領収書（コピーでも可）を納入通知書貼付用紙（入学願書と共に

市教育委員会が交付する所定の用紙）に貼付する。 

なお、一度納入した入学検定料はいかなる場合も返さない。 

④ 実技検査に関する事前調査票 

イ 中学校卒業者 

志願者は、次の書類等を、出身中学校長を経由して校長に提出する。ただし、高

等学校を入学年度の１月１日以降に退学（第２学年以上の退学を含む。）した者は、

退学した高等学校の校長を経由して校長に提出する。 

① 入学願書（様式第９号） 

② 受検票（入学願書と共に市教育委員会が交付する所定の用紙） 

③ 入学検定料 2,200 円 

納入通知書兼領収書（コピーでも可）を納入通知書貼付用紙（入学願書と共に

市教育委員会が交付する所定の用紙）に貼付する。 

なお、一度納入した入学検定料はいかなる場合も返さない。 

④ 本人の写真１枚 

上半身正面脱帽で、大きさは縦３cm、横 2.4cm とし、令和６年１月１日以降に

撮影したもの。裏面に氏名を記入する。 

⑤ 実技検査に関する事前調査票 

なお、平成 30年３月以前に中学校を卒業した者は、富士市立高等学校に問い合わ

せて、その指示を受けること。 

ウ 学校教育法施行規則第 95 条の各号のいずれかに該当する者 

上記イに準ずる。 

エ 欠席等の状況について説明することを希望する者 
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上記ア、イ又はウの者において、欠席日数及び適応指導教室等への通所等により

出席扱いとなっている日数の合計が、第３学年でおおむね 30 日以上又は３年間でお

おむね 90 日以上の者で、欠席等の状況について説明することを希望する志願者は、

自己申告書（様式第４号）を提出することができる。 

 自己申告書は志願者本人が記載し、厳封の上、中学校長等に提出する。 

なお、その際、封筒の表に「自己申告書」と朱書するとともに、中学校名、志願

者氏名を明記する。中学校長等は他の出願書類と共に校長に提出する。 

(2) 中学校長等による手続 

ア 中学校卒業見込みの者又は中学校卒業者（下記イ以外の者）の場合 

中学校長は、志願者から提出された上記(1)の書類等のほか、次の書類を校長に提

出する。 

① 調査書（様式第１号静岡県同様式） 

② 入学志願者通知書（様式第２号） 

イ 高等学校在学者又は高等学校中途退学者の場合 

高等学校在学者は、現に在学する高等学校を退学して出願しなければならない。 

(ｱ) 高等学校を入学年度の 12 月 31 日以前に退学して出願する場合 

出身中学校長は、志願者から提出された上記(1)のイの書類等のほか、次の書類 

を校長に提出する。 

① 調査書（様式第１号静岡県同様式） 

② 入学志願者通知書（様式第２号） 

(ｲ) 高等学校を入学年度の１月１日以降に退学（第２学年以上の退学を含む。）し

て出願する場合 

当該志願者が退学した高等学校の校長は、志願者から提出された上記(1)のイの

書類等のほか、次の書類を校長に提出する。 

① 調査書（過年度に提出されたもの）の写し 

② 高等学校における学習と行動の記録（様式第５号） 

③ 入学志願者通知書（様式第２号） 

(3) 校長による措置 

入学願書（様式第９号）を受理した校長は、受検票を交付する。 

５ 県外（海外を含む。）からの志願 

(1) 志願資格 

県外の中学校卒業見込みの者又は中学校卒業者のうち、志願できるのは次のア又は

イの場合に限る。 

ア 一家転住等の場合 

  保護者が県内に居住している場合又は近く保護者と共に県内に転住することが明

らかな場合等、富士市立高等学校への志願の理由が妥当である場合。 

イ 一家転住等以外の場合 

次の①から③までのいずれも満たす場合に限る。 

① 本校を志願する特別の理由があり、その理由を在学又は出身の中学校長等が適

当であると認めた場合。 

② 本校在学期間中、県内に居住地があり、保護監督責任者がいること。 

③ 志願の理由を校長が適当であると認めた場合。なお、中学校長等は志願資格に

ついて事前に校長に問い合わせること。 
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(2) 志願許可手続 

県外から志願しようとする者は、事前に次の書類を中学校長等を通じて提出し、校

長の許可を得る。 

    ① 併願しないことの証明書（様式第６号） 

    ② 県外からの入学志願許可申請書（様式第 17 号） ２部 

    ③ 県外からの志願が適当であることを証明する書類（様式自由、要職印） 

(3) 提出書類の特例 

外国において、学校教育（日本人学校を除く。）における９年目の課程を、令和６

年３月までに修了した者又は修了見込みの者が志願する場合は、上記４の(1)のイの規

定に準ずることに加え、次のとおりとするほか、富士市立高等学校に問い合わせてそ

の指示を受ける。 

ア 上記４の(2)のアの①の調査書は、成績を証明する書類及び出席状況を記録した書

類をもって代えることができる。 

なお、これらの書類は、英文のものでもよい。 

イ 上記４の(2)のアの②の入学志願者通知書は、提出する必要はない。 

(4) 受付期間の特例 

県外の高等学校に出願している者（既に受検した者は除く。）が、保護者の転勤等 

の理由により県内に保護者と共に転住することが、令和６年２月下旬以降に決まり、

一般選抜の受付期間に出願することができなかった場合は、次の期間に入学願書（様

式第９号）等の受付を認める。 

 令和６年２月 28 日（水）から令和６年３月４日（月）午後２時まで 

 （３月２日（土）、３日（日）を除く。） 

 なお、この場合の手続等については、富士市立高等学校に問い合わせて、その指示

を受ける。 

 

第４ 志願変更 

一般選抜における受付期間に出願した者は、受付締切り後において、学校、学科（科）

及び併願した学科（科）の志望順位を１回に限り変更することができる（希望者を対象と

する学校裁量枠の選抜段階の変更を含む。）。 

１ 志願変更の受付期間 

志願変更願（様式第 10号静岡県同様式）等の受付期間は、次のとおりとする。 

令和６年２月 27日（火）から令和６年２月 28日（水）正午まで 

郵送により提出する場合は、書留・親展で、令和６年２月 28 日（水）正午までに必 

  着のこと。また、その場合、事前に新志願先高等学校長と連絡をとること。 

２ 志願変更の手続等 

(1) 富士市立高等学校内で志願変更をする場合 

ア 志願変更を希望する者（以下「志願変更者」という。）は、中学校長等を経由し

て校長に次の書類等を提出する。 

① 志願変更願（様式第 10 号静岡県同様式） 

② 受検票（校長が交付したもの） 

③ 受検票（新たに交付を受けるためのもの（受検票の記載事項に変更がある場合）） 

④ 実技検査に関する事前調査票（志願変更により必要となった場合） 

イ 校長は、中学校長等を経由して志願変更者に次の書類を交付する。 

受検票（アの③の場合） 
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なお、受検票の記載事項に変更がない場合は、提出された受検票を返付する。 

(2) 富士市立高等学校と県立高等学校又は別の市立高等学校との間で志願変更する場合 

ア 志願変更者は、中学校長等を経由して旧志願先高等学校長に次の書類を提出する。 

① 志願変更願（様式第 10 号静岡県同様式） 

② 受検票（旧志願先高等学校長が交付したもの） 

イ 旧志願先高等学校長は、中学校長等を経由して志願変更者に次の書類を交付する。 

他校への志願変更証明書（様式第 10 号静岡県同様式） 

ウ 中学校長等は、新志願先高等学校長に一括して次の書類等を提出する。 

① 他校への志願変更証明書（旧志願先高等学校長が交付したもの） 

② 入学願書（新たに作成したもの） 

③ 受検票（新たに交付を受けるためのもの） 

④ 入学検定料（設置者の異なる公立高等学校間の志願変更の場合） 

⑤ 調査書（様式第１号静岡県同様式）（新たに作成したもの） 

⑥ 入学志願者通知書（様式第２号）（志願変更者分のみ記載したもの） 

⑦ 実技検査に関する事前調査票（新志願先高等学校が提出を求めている場合） 

エ 欠席等の状況について説明することを希望する者は、「第３志願方法 ４志願の

手続等 (1)志願者による手続 エ」に準じて、次の書類を提出する。 

自己申告書（様式第４号） 

オ 新志願先高等学校長は、中学校長等を経由して志願変更者に次の書類を交付する。 

受検票（新たに交付するもの） 

３ 入学検定料 

(1) 設置者の異なる公立高等学校間（富士市立高等学校と県立高等学校又は別の市立高

等学校との間）の志願変更の場合 

ア 県立高等学校又は別の市立高等学校から富士市立高等学校へ志願変更する場合 

入学願書（様式第９号）を作成の上、新たに入学検定料を納付した証明（納入通

知書兼領収書（コピーでも可））を、納入通知書貼付用紙（入学願書と共に市教育

委員会が交付する所定の用紙）に貼付して提出する。 

イ 富士市立高等学校から県立高等学校又は別の市立高等学校へ志願変更する場合 

  県の入学者選抜実施要領又は市立高等学校を設置する当該市の定めるところによ

る。 

 

第５ 調査書 

１ 調査書の作成等 

(1) 調査書の作成 

調査書（様式第１号静岡県同様式）は、中学校長が作成する。 

(2) 県外の中学校（日本人学校を含む。）卒業見込みの者の場合 

提出する調査書は、原則として様式第１号静岡県同様式により、中学校長が作成する。 

(3) 調査書作成委員会 

調査書（様式第１号静岡県同様式）の作成に当たっては、中学校長は中学校長を委

員長とする調査書作成委員会を設け、記載内容の信頼性、客観性を高め、的確に記載

しなければならない。 

２ その他 

(1) 校長は、調査書その他中学校長が提出した書類の記載内容について、中学校長の説 

明を求めることができる。 
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(2) 調査書その他中学校長が提出した書類の重大事項について、記載が適切でなかった 

ときは、合格発表後であっても再審査を行うことができる。 

 

第６ 学力検査 

１ 学力検査対象者 

志願者全員 

２ 学力検査会場 

富士市立高等学校 

３ 学力検査の教科及び配点 

国語、社会、数学、理科及び英語（放送による問題を含む。）の５教科（各教科 50 

点満点） 

４ 出題範囲 

学力検査の問題は、中学校までの学習内容を踏まえた、基礎的・基本的なものとし、

各教科の目標に即して、知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度

を広く検査できるように出題する。 

５ 実施期日及び日程 

令和６年３月５日（火） 

日  程  時 間 実施内容 

8：30 ～   － 受  付 

9：05 ～ 9：55  50 分 国  語 

10：10 ～ 11：00  50 分 数  学 

11：15 ～ 12：05  50 分 英  語 

12：55 ～ 13：45  50 分 社  会 

14：00 ～ 14：50  50 分 理  科 

 

第７ 面接、学校独自選抜資料及び健康診断 

１ 面接 

(1) 対象者 

志願者全員 

(2) 実施会場 

富士市立高等学校 

(3) 実施期日 

令和６年３月６日（水） 

(4) 内容及び方法 

面接は、調査書の記載事項と関連して、志願者の学習等への適性や学びに向かう力、

人間性等及び校内外における活動状況（総合的な学習の時間における探究活動の実績、

活動意欲を含む。）、進路、趣味、特技等に関する質問に対して、口答により行う。

また、面接は個人面接及び集団面接を各１回行う。 

２ 学校独自選抜資料 

(1) 対象者 

学校独自選抜資料を用いる学校裁量枠の選抜段階を志願する者 

(2) 実施会場 

富士市立高等学校 
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(3) 実施期日及び日程等 

令和６年３月５日（火）、３月６日（水）のいずれかの日、又は両日において実施

する。日程の詳細については、「学校独自選抜資料の概要」を別に定め、志願状況に

応じて、受付開始時刻等を変更する場合がある。 

(4) 内容及び方法 

学校独自選抜資料の内容及び方法は、審査項目及び調査書の記載事項と関連して、 

主として保健体育、音楽等の分野や学科への適性、技能・表現力、活動意欲をみるも

のとする。 

    

３ 健康診断 

健康診断は、富士市立高等学校において特に必要と認めた場合に限り、市教育委員会

の承認を得て実施することができる。 

 

第８ 追検査 

１ 実施する選抜資料 

学力検査、面接及び学校独自選抜資料（スポーツ探究科のみ）とする。 

２ 受検資格 

病気その他のやむを得ない理由により、学力検査、面接等を受けることができなかっ

た者 

３ 受検手続 

追検査の受検を希望する者は、令和６年３月６日（水）午後３時までに追検査受検願

（様式第 11 号）を、中学校長等を経由して校長に提出し、その指示を受ける。 

４ 検査会場 

富士市立高等学校 

５ 実施期日 

令和６年３月 11日（月） 

 

第９ 選 抜 

１ 選抜委員会 

選抜は、校長を委員長とする選抜委員会において、厳正に行う。 

２ 選抜手順 

校長は、選抜の基本方針に基づき、次の(1)から(2)までの手順に従って審査し、合格 

者を順次決定する。 

(1) 学校裁量枠 

調査書、学力検査の結果、面接及び学校独自選抜資料の結果等を、富士市立高等学

校が定めた選抜方法（附属資料１参照）により審査して、学校裁量枠における合格者

を決定する。 

なお、複数の選抜段階を設けた学科においては、選抜段階の順（附属資料１参照）

に、合格者を決定する。 

(2) 共通枠 

上記(1)による合格者を除いたすべての受検者を共通枠の選抜対象者（以下「共通枠

対象者」という。）として、調査書、学力検査及び面接の結果等を、次のアからウま

での手順に従って審査し、合格者を順次決定する。 
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ア（第１段階） 

   調査書の学習の記録における９教科の評定合計の上位から共通枠定員までの者を

対象とし、学力検査の５教科の得点合計の上位から共通枠定員の 75％程度までの者

を合格者とする。 

   ただし、共通枠倍率（共通枠対象者数を共通枠定員で除した値）が 1.1 倍以下の

学科においては、「共通枠定員までの者」を「共通枠対象者数の 90％までの者」に

読み替えるものとする。 

   なお、調査書の学習の記録以外の記載事項、面接の結果等を考慮し、対象から除

くことができる。 

イ（第２段階） 

  アによる合格者を除いた共通枠対象者を対象とし、調査書の学習の記録以外の記

載事項及び面接の結果により共通枠定員の 10％程度の者を合格者とする。 

ただし、調査書の学習の記録、学力検査の結果等を考慮し、対象から除くことが

できる。 

ウ（第３段階） 

   ア及びイによる合格者を除いた共通枠対象者を対象とし、調査書の記載事項、学

力検査及び面接の結果等を総合的に審査し、共通枠定員の 15％程度の者を合格者と

する。 

なお、共通枠対象者数が共通枠定員に満たない場合においては、上記(2)のア、イ、ウ

による合格者の割合は、「共通枠定員」を「共通枠対象者数」に読み替えた人数とする。 

また、上記(2)のア、イ、ウにおける合格者の割合は、共通枠定員の規模や学力検査の

結果等により、前後 10％の範囲内において、富士市立高等学校の裁量とする。 

 ３ 第２志望等の選抜 

併願した第２志望等の学科に関する選抜は、上記２の(2)のウ（第３段階）から行う。 

 

第 10 合格者の発表 

１ 発表期日 

令和６年３月 14日（木）正午以降 

２ 合格通知書等の交付 

校長は、合格者に対し、合格通知書（様式第７号）を交付し、中学校長等に対し、入

学者選抜結果通知書（様式第８号）を交付する。 
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Ⅱ 再募集 

 

一般選抜の結果、合格者数が別に公示する募集定員に満たない場合には、再募集を実施す

る。 

 

第１ 学科及び募集定員 

再募集を実施する学科及び募集定員は、令和６年３月 14 日（木）午後４時以降に富士市

立高等学校において発表する。 

 

第２ 志願方法 

１ 志願資格 

志願者は、「Ⅰ一般選抜 第３志願方法 １志願資格」に該当する者で、かつ、次の

(1)又は(2)のいずれかに該当する者とする。 

(1) 県内公立高等学校の一般選抜、特別選抜に志願した場合 

県内公立高等学校に合格しなかった者（病気、負傷等により、受検できなかった者

を含む。） 

(2) 県内公立高等学校の一般選抜、特別選抜のいずれにも志願しなかった場合 

県内外の国公私立高等学校のいずれにも合格者となっていない者 

ただし、県外の中学校卒業見込みの者又は中学校卒業者は、「Ⅰ一般選抜 第３志

願方法 ５県外（海外を含む。）からの志願 (1)志願資格」に該当する者に限る。 

２ 志願することができる学科及び通学区域 

(1)学科 

志願者は、再募集を実施する学科のうち、１学科についてのみ志願することができ

る。ただし、再募集を実施する学科が２以上ある場合は、志望順位を付して、学科を

併願することができる。 

なお、ビジネス探究科又は総合探究科を第１志望とした場合は、スポーツ探究科を

除き、第２志望まで併願することができる。スポーツ探究科を第１志望とした場合の

み第３志望まで併願することができる。 

(2)通学区域 

県内全域とする。 

３ 受付期間 

入学願書[再募集用]（様式第 12 号）等の受付期間は、次のとおりとする。 

 令和６年３月 18 日（月）から令和６年３月 19 日（火）午後２時まで 

 郵送により提出する場合は、書留・親展で、令和６年３月 19 日（火）午後２時までに

必着のこと。また、その場合、事前に校長と連絡をとること。 

４ 志願の手続等 

次の(1)、(2)以外については、一般選抜の志願の手続等に準ずる。 

(1) 志願者は、入学願書[再募集用]（様式第 12号）を用いる。 

(2) 中学校長等は、再募集志願資格証明書（様式第 13 号）を添付する。 

５ 県外（海外を含む。）からの志願 

「Ⅰ一般選抜 第３志願方法 ５県外（海外を含む。）からの志願」に準ずる。 
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第３ 面接、作文、学校独自選抜資料及び健康診断 

１ 面接及び作文 

(1) 対象者等 

志願者全員を対象に、面接及び作文を実施する。 

(2) 実施会場 

富士市立高等学校 

(3) 実施期日及び日程 

令和６年３月 21日（木） 

      

      

     

     

     

(4) 内容及び方法 

 ア 面接 

   面接は、調査書の記載事項と関連して、志願者の学習等への適性や学びに向かう

力、人間性等及び校内外における活動状況（総合的な学習の時間における探究活動

の実績、活動意欲を含む。）、進路、趣味、特技等に関する質問に対して、口答に

より行う。また、面接は個人面接及び集団面接を各１回行う。 

 イ 作文 

   作文は、主として、志願者の学習等への適性や学びに向かう力、人間性等をみる

もの又は校内外における活動状況、進路、趣味、特技等に関するものとする。 

 ２ 学校独自選抜資料（実技検査） 

  (1) 対象者 

    スポーツ探究科を志望する者 

  (2) 実施会場 

    富士市立高等学校 

  (3) 実施期日及び日程等 

    令和６年３月 21 日（木） 

    作文・面接終了後に実施する。 

  (4) 内容及び方法 

    学校独自選抜資料は、審査項目及び調査書の記載事項と関連して、学科への適性、

活動意欲をみるものとする。 

 ３ 健康診断 

健康診断については、「Ⅰ一般選抜 第７面接、学校独自選抜資料及び健康診断 

３ 健康診断」に準ずる。 

 

第４ 選抜 

１ 選抜委員会 

選抜は、校長を委員長とする選抜委員会において、厳正に行う。 

２ 選抜手順  

校長は、選抜の基本方針に基づき、調査書、面接、作文及び学校独自選抜資料の結果

等を総合的に審査して、合格者を決定する。 

 

日    程 時間 実施内容 

8：30～  － 受  付 

9：00～9：50  50 分 作  文 

作文終了後 － 面  接 
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第５ 合格者の発表 

１ 発表期日 

令和６年３月 25日（月）正午以降 

２ 合格通知書等の交付 

校長は、合格者に対し、合格通知書（様式第７号）を交付し、中学校長等に対し、入

学者選抜結果通知書（様式第８号）を交付する。 

 

第６ その他 

上記以外の事項については、「Ⅰ一般選抜」の各項の規定による。 
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Ⅲ その他 

 

第１ 障害のある志願者に対する配慮 

一般選抜を受検する際、障害のあることで、特別の配慮を希望する志願者は、「受検上

の配慮願」（様式第 15 号）を、中学校長等を経由して校長に提出する。提出に当たっては、

中学校長等が配慮の必要性を判断し、配慮内容の妥当性について記載した資料（診断書等

及び中学校等での学習・生活の様子等についての説明書（様式自由））を添付する。 

提出の期限は、一般選抜においては令和６年２月 14 日（水）までとする。ただし、提出

期限以降に生じた病気、負傷等により配慮が必要となった場合には、速やかに校長に中学

校長等を通して願い出て、指示を受ける。 

なお、実施については、校長が市教育委員会と協議の上決定し、令和６年２月 22 日（木）

までに、中学校長等を経由して「受検上の配慮通知」（様式第 16号）により通知する。 

また、再募集において特別の配慮を希望する場合は、志願することが決まり次第速やか

に、校長に中学校長等を通して願い出る。その実施については、校長が市教育委員会と協

議の上決定し、中学校長等を経由して通知する。 

 

第２ 気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合の措置 

  気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合の措置については、

「気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合の措置について」

（附属資料２参照）による。 

  なお、受検者等の安全確保については万全を期すこと。 

 

第３ 新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じた対応 

  新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、必要に応じて追って示す。 

 

第４ 一家転住等による志願変更・入学変更の取扱い 

 １ 志願先高等学校の変更（以下「一家転住等による志願変更」という。） 

(1) 一家転住等による志願変更を認められる者  

 一家転住等による志願変更を認められる者は、県の入学者選抜実施要領に基づいて

県内公立高等学校に出願し、保護者の転勤等やむを得ない理由による転住に伴い、旧

志願先高等学校への通学が著しく困難となった者で、旧志願先高等学校長及び新志願

先高等学校長が一家転住等による志願変更を認めた者とする。ただし、原則として、

同一課程、同一学科間に限る。 

(2) 一家転住等による志願変更の受付期間  

令和６年２月 28日（水）から令和６年３月４日（月）午後２時まで 

 （３月２日（土）、３日（日）を除く。） 

(3) 一家転住等による志願変更の手続 

一家転住等による志願変更を希望する者は、旧志願先高等学校長に問い合わせてそ

の指示を受ける。 

 ２ 合格後における入学先高等学校の変更（以下「入学変更」という。） 

(1) 入学変更を認められる者  

 入学変更を認められる者は、次のア及びイの条件を満たし、現に合格している高等

学校の校長及び入学変更を希望する高等学校の校長が入学変更を認めた者とする。た
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だし、原則として、同一課程、同一学科間に限る。 

 ア 県の入学者選抜実施要領に基づいて公立高等学校に合格した者 

イ 上記１の(2)に規定する期間以降、上記１の(1)に該当した者 

(2) 入学変更の受付期間 

令和６年３月 15日（金）から令和６年３月 21日（木）正午まで 

（３月 16日（土）、17日（日）及び 20日（水）を除く。） 

(3) 入学変更の手続 

  入学変更を希望する者は、合格先高等学校長に問い合わせてその指示を受ける。 

 

第５ 入学者選抜に係る情報の提供及び開示 

学力検査の結果、面接の結果等について、期間を定め、受検者本人からの請求に応じて、

これを提供する（附属資料４参照）。 

 

第６ その他 

その他、必要な事項については、追って示す。 

 

第７ 照会先 

  本実施要領に関連する事項について、不明な点があった場合は、以下へ照会すること。 

  ・富士市教育委員会教育総務課（教育政策担当） 

   （郵便番号 417-8601 富士市永田町一丁目 100 番地 電話番号 0545-55-2865） 

  ・富士市立高等学校 

   （郵便番号 417-0847 富士市比奈 1654 番地  電話番号 0545-34-1024） 
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調  査  書 
志望課程 全・定・通 志望学科  受付番号 ※１ ※２ 

① ふりがな 

氏  名 

 性別 生   年   月   日 

  平成   年   月   日生（満  歳） 

② 組番            組       番 

③ 欠席等の 

状況 

学 年 欠席日数 遅刻回数 早退回数 欠 席 等 の 主 な 理 由 

１ 年     

 

 
２ 年    

３ 年    

 

学 

習 

の 

記 

録 

教 科 国 語 社 会 数 学 理 科 音 楽 美 術 保健体育 技術･家庭 英 語  

④評定           

⑤観点別学習状況                               

⑥総合的な 

学習の時間 

 

 

⑦特記事項  

 

⑧ 特別活動の記録 ⑨ 行動の記録 ⑩ 

新体力テスト 

の総合得点 

内容 学級 

活動 

生徒会     

活動 

学校 

行事 

項目 基本的な     

生活習慣     

健康・体力 

の向上 

自主・自律 責 任 感     創意工夫 思いやり・ 

協力 

生命尊重・ 

自然愛護 

勤労・奉仕 公正・公平 公共心・

公徳心 

状況    状況            

⑪ 特記事項 

 

 

 

 

 

⑫ 諸活動の 

記録 

顕 著 な 実 績 活 動 の 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ その他   

 

 

 この記載事項に誤りがないことを証明する。                         令和６年  月  日 

 中学校名 

 記載者氏名                                     校長氏名                          印 

 

様式第１号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

静 

岡 

県 

教 

育 

委 

員 

会 
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別記１ 

 

調査書の記入方法 

１ 全般 

(1) 調査書は、本実施要領に示す様式第１号によって作成する。 

なお、作成した調査書を複写（コピー）してもよい。この場合、複写後に校長印（校長印は職印）を押

印する。 

(2) 調査書は、志願者１人につき１通を作成する。 

(3) 数字で記入する欄は、１、２、３等の算用数字を用いる。 

(4) 各項目について、記入事項のない場合は、斜線を引くか、又は「なし」と記入する。 

ただし、特別活動の記録（⑧）、行動の記録（⑨）においては、記入事項のない場合は空欄とする。 

(5) ※印の欄は記入しない。 

２ 各項目 

(1) 基本的事項 

ア 「志望課程」及び「志望学科」 

「志望課程」は、「全」を○で囲む。 

なお、コンピュータ等で作成する場合は、不要な文字・記号を削除してもよい。 

  「志望学科」は、第１志望について学科の略称を記入する。 

なお、学科の略称は、附属資料１に示した（略称）を用いる。 

イ 氏名、ふりがな（①） 

中学校生徒指導要録から転記する。 

ウ 性別 

    男又は女を記入する。 

エ 生年月日 

    年齢は、令和６年４月１日現在の満年齢で、月以下は切り捨てて記入する。 

オ 組番（②） 

当該生徒の所属する学級の名称及び出席簿の番号を、「Ａ組５番」のように記入する。 

なお、各学級においては同一番号がないように留意する。中学校卒業者については記入しない。 

(2) 欠席等の状況（③） 

ア 「欠席日数」、「遅刻回数」、「早退回数」 

中学校卒業見込みの者については、欠席日数、遅刻及び早退の回数は、第１学年、第２学年及び第３学

年第２学期末までの分について記入する。２学期制の学校においては12月末までの分について記入する。 

中学校卒業者については、中学校生徒指導要録から転記する。 

イ 欠席等の主な理由 

    欠席、遅刻及び早退の主な理由を記入する。 

(3) 学習の記録 

ア 評定（④） 

中学校卒業見込みの者については、第３学年における第２学期末（12月末）までの学習状況について、
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「静岡県公立小中学校児童生徒指導要録の様式及び取扱い」に準じ、５段階の目標に準拠した評価で記

入する。 

２学期制の学校においては、12月末までの学習状況について記入する。 

中学校卒業者については、中学校生徒指導要録から第３学年の評定を転記する。 

イ 観点別学習状況（⑤） 

中学校卒業見込みの者については、第３学年における第２学期末（12月末）までの学習状況について、

「静岡県公立小中学校児童生徒指導要録の様式及び取扱い」に準じ、各教科の観点ごとにＡ、Ｂ又はＣ

で評価する。記入に当たっては各教科、左から順に「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習

に取り組む態度」を並べ、Ａ又はＣのみを記入し、Ｂについては、空欄とする。 

令和３年度以降の中学生卒業者については、中学校生徒指導要録から第３学年の観点別学習状況を転記

する。 

令和２年度以前の中学校卒業者については、すべて斜線を引く。 

ウ 総合的な学習の時間（⑥） 

第３学年におけるテーマや取組を中心に記入する。 

記入に当たっては、「静岡県公立小中学校児童生徒指導要録の様式及び取扱い」に準じ、学習活動、観

点、評価を総合して記入する。 

中学校卒業者については、中学校生徒指導要録から転記してもよい。 

エ 特記事項（⑦） 

中学校卒業見込みの者については、各学校で選択教科を開設している場合は、その教科名と評定及び観

点別学習状況の評価を記入し、評価基準を簡潔に記載する（例：国語（３ＢＢＢ） 評定は１から５の

５段階、観点別学習状況はＡ、Ｂ又はＣの３段階）。 

中学校卒業者については、中学校生徒指導要録から転記してもよい。 

その他、学習の記録について、特に記述を要すると判断した状況を具体的に記入する。 

(4) 特別活動の記録（⑧） 

学級活動、生徒会活動、学校行事における活動について、その趣旨に照らして十分満足できる状況にあ

ると判断される場合には、状況欄に○印を記入する。 

中学校卒業者については、中学校生徒指導要録から転記してもよい。 

(5) 行動の記録（⑨） 

各教科、総合的な学習の時間、特別の教科 道徳、特別活動、その他学校生活全体にわたって認められ

る生徒の行動について、項目ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合には、

状況欄に○印を記入する。 

中学校卒業者については、相当する項目ごとに、中学校生徒指導要録から転記してもよい。その際、相

当する項目がない場合は、斜線を引く。 

(6) 新体力テストの総合得点（⑩） 

令和５年度に実施した「新体力テスト」の結果の総合得点を記入する。総合得点は、「新体力テスト実施

要項」による。 

なお、中学校卒業者及び令和５年度に１種目でも実施できなかった者については記入せず、斜線を引く。 
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(7) 特記事項（⑪） 

特別活動における生徒の活動の状況について、所属する係名や委員会名及び学校行事における役割の分

担等とともに、その活動の内容を記入する。 

また、生徒の行動の状況について、総合的にみた場合の特徴を記入する。その際、長所を取り上げるこ

とを基本とする。 

中学校卒業者については、中学校生徒指導要録から転記してもよい。 

(8) 諸活動の記録（⑫） 

ア 顕著な実績 

校内外における文化的活動、体育的活動、ボランティア活動等や特技について、顕著な実績を記入する。 

中学校卒業者については、中学校生徒指導要録から転記してもよい。 

イ 活動の内容 

校内外における文化的活動、体育的活動、ボランティア活動等や特技について、その活動の内容を記入

する。 

中学校卒業者については、中学校生徒指導要録から転記してもよい。 

(9) その他（⑬） 

ア 進路、適性及び意欲等 

進路、適性及び富士市立高等学校を志願するに当たっての学業に対する意欲等、特に記述を要すると判

断した事項があれば、それを記入する。 

イ 新体力テスト 

新体力テストを実施しなかった者については、その理由等を記入する。 

ウ 身体の状況 

就学上、特に配慮を必要とする身体の疾病、異常又は既往症等があれば、それを記入する。 

エ 海外での就学状況 

海外で保護者と共に居住していた者については、国名、期間及び学校名を記入する。 

オ その他特に記入する事項 

入学者選抜の資料として特に富士市立高等学校に知らせておく必要がある事項、入学後留意する必要が

ある事項等を記入する。 

(10) 校長氏名等 

調査書作成年月日、中学校名、記載者氏名及び校長氏名を記入し、校長印（校長印は職印）を押印する。 

（11）特別な教育課程を編成・実施する中学校からの志願者 

   特別な教育課程を編成・実施する中学校からの志願者の調査書の記入は、市教育委員会の指示による。 

(12) 県外（海外を含む。）からの志願者 

県外から志願する者の調査書の記入は、原則として本記入方法による。 

 
 
  

-18-



様
式

第
２

号
（

用
紙

　
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
横

型
）

　
(
宛

先
)
富

士
市

立
高

等
学

校
長

印

　
　

　
下

記
の

者
は

、
貴

校
へ

入
学

を
希

望
し

て
い

ま
す

。
つ

い
て

は
、

調
査

書
通

を
提

出
し

ま
す

。

記

課
　

程
志

願
者

数
男

　
　

人
女

　
　

人
計

　
　

　
人

第
１

志
望

第
２

志
望

(
注

)
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 1
0

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

※
２

※
１

学
校

裁
量

枠

　
「

学
校

裁
量

枠
」

の
第

１
志

望
の

欄
に

は
、

希
望

者
を

対
象

と
す

る
学

校
裁

量
枠

の
選

抜
段

階
を

志
願

す
る

場
合

に
、

附
属

資
料

１
に

示
す

選
抜

段
階

の
番

号
（

Ⅰ
、

Ⅱ
）

を
記

入
す

る
。

　
第

２
志

望
の

欄
に

は
、

「
中

学
校

に
お

け
る

学
習

」
を

併
願

す
る

場
合

に
、

附
属

資
料

１
に

示
す

選
抜

段
階

の
番

号
Ⅱ

を
記

入
す

る
。

立
　

　
　

　
　

　
　

　
　

中
学

校
長

(
氏

　
　

　
名

)

(
1
)
　

中
学

校
卒

業
者

は
、

「
令

和
○

○
年

３
月

卒
業

」
等

と
記

入
す

る
。

(
2
)
　

自
己

申
告

書
を

提
出

す
る

場
合

に
は

「
自

己
」

と
記

入
す

る
。

　
「

備
考

」
に

は
、

次
の

(
1
)
、

(
2
)
に

該
当

す
る

場
合

に
記

入
す

る
。

番
　

号
備

　
　

　
　

考
所

属
学

級
性

　
別

年
　

齢
志

　
願

　
者

　
氏

　
名

学
科

（
科

）

　
本

用
紙

は
、

中
学

校
長

が
作

成
す

る
。

た
だ

し
、

入
学

年
度

の
１

月
１

日
以

降
に

高
等

学
校

を
中

途
退

学
し

た
者

の
場

合
は

、
こ

の
様

式
に

準
じ

て
在

学
し

て
い

た
高

等
学

校
の

校
長

が
作

成
す

る
。

　
通

知
書

本
文

中
の

う
ち

、
「

調
査

書
　

　
通

」
に

つ
い

て
は

、
必

要
に

応
じ

て
記

入
又

は
抹

消
す

る
。

入
 
学

 
志

 
願

 
者

 
通

 
知

 
書

全
日

制

　
本

用
紙

は
、

原
則

と
し

て
、

静
岡

県
教

育
委

員
会

か
ら

別
途

配
布

さ
れ

る
電

子
フ

ァ
イ

ル
を

用
い

て
作

成
し

、
プ

リ
ン

ト
ア

ウ
ト

し
た

も
の

の
先

頭
葉

に
校

長
氏

名
の

記
載

及
び

校
長

印
の

押
印

を
し

て
、

１
部

提
出

す
る

。
な

お
、

県
外

（
海

外
を

含
む

。
）

か
ら

志
願

す
る

場
合

に
は

、
本

用
紙

を
複

写
（

コ
ピ

ー
）

し
て

使
用

し
て

も
よ

い
。

　
※

印
の

欄
に

は
記

入
し

な
い

。

　
「

番
号

」
に

は
、

通
し

番
号

を
記

入
し

、
学

科
（

科
）

の
ま

と
ま

り
順

に
作

成
す

る
。

　
な

お
、

学
科

（
科

）
ご

と
別

葉
に

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
（

こ
の

場
合

、
２

枚
目

以
降

の
学

科
（

科
）

の
用

紙
に

つ
い

て
は

、
「

番
号

」
等

以
下

の
欄

の
み

記
載

す
る

。
）

。

　
「

志
願

者
数

」
は

男
女

別
及

び
合

計
人

数
（

全
て

の
学

科
の

合
計

）
を

記
入

す
る

。
２

枚
以

上
に

わ
た

る
場

合
は

１
枚

目
の

み
に

記
入

す
る

。

　
「

学
科

（
科

）
」

に
つ

い
て

は
、

附
属

資
料

１
の

略
記

で
も

よ
い

。
　

「
年

齢
」

は
令

和
６

年
４

月
１

日
現

在
の

満
年

齢
で

、
月

以
下

は
切

り
捨

て
る

。
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 様式第４号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）（表） 

 

 

自  己  申  告  書 

 

令和   年   月   日 

 

(宛先)富士市立高等学校長 

 

中学校名 

志願者氏名 

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

保護者氏名            

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

 

私は、貴校への志願に当たり、次のとおり申告します。 

 

本人記入欄（長期欠席等の理由、志願の動機、高校生活への抱負など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面へ） 

 

（注）１ 本用紙は、志願者が作成する。 

２ 本用紙は、複写（コピー）して使用してもよい。 

３ 記入は志願者本人が行うが、必要に応じ裏面に保護者が補足してもよい。 

４ 必要事項を記入した後、厳封の上、中学校長等に提出する。その際、封筒の表に「自

己申告書」と朱書するとともに、中学校名、志願者氏名を明記する。 
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（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者記入欄 
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 様式第５号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

高等学校における学習と行動の記録 

氏名  
在籍し 

た課程 
全日制・定時制・通信制 

在学し 

た学科 
科 

入学年月日 
平成 

令和   年   月   日 
退学年月日 

平成 

 令和   年   月   日 

 

学 習 の 記 録 就 業 等 の 状 況 

 記載事項 週履修

時間数 ① ② 
 

教科 科目  

      

     学 習 の 記 録 

      

     

     

     行 動 の 記 録 

      

     

     

     その他の特記事項 

      

     

     

この記載事項に誤りがないことを証明する。 

令和   年   月   日 

立        高等学校長  氏   名  印 

 

（注）１ 本用紙は、高等学校長が作成する。 

２ 本用紙は、複写（コピー）して使用してもよい。 

３ ①及び②には、中途退学の時点で修了した学年及び直近の学期における成績を、原則

として、５段階で記入する。 

（例 第２学年の１月に中途退学した場合は、第１学年の成績を①に、第２学年２学期末

の成績を②に記入する。）    

４ 「就業等の状況」、「学習の記録」、「行動の記録」及び「その他の特記事項」は、生徒

の状況が分かるよう、具体的に記入する。 
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 様式第６号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

 

併願しないことの証明書 

 

令和   年   月   日 

 

(宛先)富士市立高等学校長 

 

立     中学校長   氏   名  印  

 

下記の者は、令和   年度高等学校入学者の募集において、貴校以外の公立高

等学校へ出願しない者であることを証明します。 

 

記 

 

中学校名 

都 道                   卒  業 

             立         中学校 

府 県                   卒業見込 

氏 名  

生年月日 平成    年    月    日生 

住 所  

 

 

 

 

（注）１ 本用紙は、中学校長が作成する。 

２ 本用紙は、複写（コピー）して使用してもよい。 
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 様式第７号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

 

合 格 通 知 書 

 

令和   年   月   日 

 

立      中学校 

受検番号（     ） 

氏  名             様 

 

富士市立高等学校長  印  

 

 

 

あなたは、令和   年度富士市立高等学校入学者選抜において 

本校 全日制 の課程        科に合格したので通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 本用紙は、高等学校長が作成する。 

２ 希望者を対象とする学校裁量枠で合格した者には、「合格（希望者対象の学校裁量枠【選

抜段階】）したので」と記入する。 
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 様式第８号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

   枚のうち    

入 学 者 選 抜 結 果 通 知 書 

 

令和   年   月   日 

 

立      中学校長 様 

 

富士市立高等学校長  印   

 

貴校から本校の（選抜種別）を志願した者について、選抜の結果は、下記のとおりです。 

 

記 

 

課程 全日制 合格者数／志願者数   人／      人 

学科（科）名 受検番号 志  願  者  氏  名 選 抜 結 果 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

（注）１ 本用紙は、選抜ごとに高等学校長が作成する。 

２ 「選抜種別」には、一般選抜又は再募集の別を記入する。 

３ 「合格者数／志願者数」には、当該中学校のそれぞれの合計人数を記入する。２枚以

上にわたる場合は１枚目のみに記入する。 

４ 「学科（科）名」には、志望した学科（科）名を記入する。２つ以上の学科（科）に

おいて併願した場合は、合格の場合はその学科（科）名を、不合格の場合は第１志望の

学科（科）名を記入する。 

５ 「選抜結果」には、合格の場合は○、不合格の場合は×を記入する。希望者を対象と

する学校裁量枠で合格した者については、「○（希望者対象の学校裁量枠【選抜段階】）」

と記入する。受検辞退の場合は「辞退」と記入する。 
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様式第９号 [一般選抜用] 

受付 

番号 
 

選 抜 の 

種  類 
一    般 

※１ 

 

志望 

学科 

第 1 志望 第２志望 第３志望 志 願 す

る 学 校

裁 量 枠 

 

※２ 

   
 

入 学 願 書 

 令和６年  月  日 

（宛先）富士市立高等学校長 

 

 私は、貴校に入学したいので保護者と連署して志願します。 

志 
 

願 
 

者 

（ふりがな） 

氏 名 

                     

 

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

生 年 月 日 平成      年     月     日 生 

現 住 所 
（〒   －    ） 

入 学 後 の 

予 定 住 所 

（〒   －    ） 

保 

護 

者 

（ふりがな） 

氏 名 

                     

 

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

志 願 者 と 

の 続 柄 
 

現 住 所 
（〒   －    ） 

連絡先電話番号 （      ）     － 

志

願

者

の

学

歴

及

び

職

歴 
学   校   名 年  月  日 入学・卒業・その他 

小学校第６学年 年  月  日 卒 業 

中学校第１学年 年  月  日 入 学 

中学校第３学年 年  月  日 卒 業 見 込 ・ 卒 業 

   

   

   

 

富

士

市

教

育

委

員

会 
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志願者氏名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現　住　所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※

 

注意

1

2

注意

3 1

2

3

4

全日制
ビジネス探究 総合探究

　受検票は折らないようにす
ること。

志望学科(科)

志願する希望者対象の選抜段階［　　　　］

校印
富士市立高等学校

　受付開始10分前までに会場
に到着するようにし、万一遅
刻したときは、会場係員に連
絡すること。

※以外は志願者が記入する。

　受検票を忘れたときは、受
付に連絡して指示を受けるこ
と。

　急に病気になったり、交通
事故等で会場へ行けなくなっ
たりしたときは、電話等で連
絡し、指示を受けること。

氏名

志望課程

実技検査に関する事前調査票

選抜
段階

受検
番号

(記入しない)

富 士 市 立 高 等 学 校
入 学 者 選 抜

受　検　票
希望者を対象とする学校裁量枠の
選抜段階Ⅰを志望する者のみ記入
し、その他の者は空欄のままとす
る。

志願先
高等学校

受検番号

納
入

通
知

書
の

り
づ

け

入学者選抜実施当日の携行品

納入通知書貼付用紙

入学検定料 2,200円を富士市所定の納入通知書にて納入後、
納入通知書兼領収書（コピーでも可）を「納入通知書のりづけ」欄に貼付してください。

切取線　(切り取らないで提出する。)

富士市立高等学校

令和６年度

　受検票、鉛筆、消しゴム、三
角定規(分度器機能のあるもの
を除く。)、コンパス、上履
き、昼食。
　その他、実技検査等で必要な
物。
　筆箱、鉛筆削り、時計（計算
機能、辞書機能、通信機能等の
あるものを除く。）は持参して
もよい。
　会場での貸借は許されないの
で、忘れないようにすること。
　携帯電話の持参は認めない。
また、その他、学力検査等の解
答に利用できると考えられるも
のの持参は認めない。

スポーツ探究

志望学科(科)は、第１志望のみ記入
する。

学科 Ⅰ

志願する希望者対象の選抜段階は、
希望者を対象とする学校裁量枠の選
抜段階を志望する者のみ、第１志望
の段階番号（Ⅰ、Ⅱ）を[   ]内に
記入する。志願しない場合には、
[＼]のように斜線を引く。

・希望する種目の番号を○で囲
む。

・吹奏楽は楽器、陸上競技は専
門種目、野球(男)・サッカー・バ
レーボール(女)・バスケットボー
ルはポジションを〔 〕に記入す
る。

１　野　 球 (男)〔　　　 　　〕
２　サッカー    〔　　　 　　〕
３　陸 上 競 技 〔　　　 　　〕
４　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(女)〔　　　 　　〕
５　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ  〔　　　 　　〕
６　剣　　道
７　柔　　道
８　硬式テニス
９　吹 奏 楽　  〔　　　 　　〕

中学時に主に取り組んでいたス
ポーツを、〔　　　　〕に記入
する。

氏名
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1 一般選抜

・

・

３月５日(火)

 8:50 控室へ入室

 9:00 面接等

14:00～14:50 理科

切取線　(切り取らないで提出する。)

３月６日(水)

 9:05～ 9:55 国語

10:10～11:00 数学

11:15～12:05 英語

（裏）

学力検査・面接日程

学校独自選抜資料の日程は別に定
める。

 8:30 受付開始

 8:40 注意伝達

 8:50 検査室へ入室

      解答上の注意

３月６日の日程は、志願者数等に
より、変更する場合がある。変更
がある場合は事前に連絡する。

15:00～ 面接ｶｰﾄﾞ記入等

12:55～13:45 社会

 8:30 受付開始

 8:40 注意伝達
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別記３ 

入学願書の記入方法 

 

１ 入学願書の様式は、富士市立高等学校学則第 13 条によるものである。 

２ 本用紙は、市教育委員会が交付する。 

３ 「受付番号」の欄は記入しない。 

４ 「志望学科」の欄には、学科名を記入する。スポーツ探究科を第１志望とする場合は、第３志望ま

で、ビジネス探究科及び総合探究科を第１志望とする場合は、第２志望（ただし、スポーツ探究科以

外の学科）まで記入することができる。第２志望、第３志望まで記入しない場合は、斜線を引く。な

お、学科の記入には、附属資料１の略記を使用してもよい。 

５ 「志願する学校裁量枠」の欄には、希望者を対象とする学校裁量枠の選抜段階を希望する者のみ、

その段階番号（Ⅰ、Ⅱ）を記入する（附属資料１参照）。希望者を対象とする選抜段階を志願しない

場合、斜線を引く。 

６ 「※２」の欄には、学校裁量枠で「中学校における学習」を併願する場合に、併願する段階番号を

記入する。併願しない場合は、斜線を引く。 

   （例１）選抜段階Ⅰを志願し、選抜段階Ⅱを併願する場合 

        ・・・「志望する学校裁量枠」の欄に「Ⅰ」、「※２」の欄に「Ⅱ」 

（例２）選抜段階Ⅰのみを志願し、学校裁量枠Ⅱを併願しない場合 

        ・・・「志望する学校裁量枠」の欄に「Ⅰ」、「※２」の欄は斜線を引く 

７ 「志願者 入学後の予定住所」の欄は、現住所と異なる場合に記入する。 

８ 「連絡先電話番号」の欄には、志願者又は保護者の連絡先電話番号を記入する。 

９ 中学校第１学年入学以降に転入学又は編入学をした者は、「志願者の学歴及び職歴」の欄の第４行

以降に必要事項を記入する。 

 

納入通知書貼付用紙、実技検査に関する事前調査票、受検票の記入方法 

 

１ 納入通知書貼付用紙には、入学検定料 2,200 円を富士市所定の納入通知書にて納入後、納入通知書

兼領収書（コピーでも可）を「納入通知書のりづけ」欄に貼付する。 

２ 実技検査に関する事前調査票は、学校裁量枠の選抜段階Ⅰを志願する者のみ記入し、その他の者は

空欄とする。 
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３ 受検票には氏名、志望学科（科）を記入する。志願する希望者対象の選抜段階は、希望者を対象と

する学校裁量枠の選抜段階を志望する者のみ、第１志望の段階番号（Ⅰ、Ⅱ）を[   ]内に記入する。

志願しない場合には、[ ＼ ]のように斜線を引く。 
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 様式第 10 号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

志 願 変 更 願 

富士市立高等学校長 様 

立      中学校長  氏   名  印  

受検番号（    ） 志願者氏名          
（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

 

保護者氏名          
（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

 

下記のとおり志願変更したいので、変更手続をお願いします。 

記 

（１又は２を○で囲む。） 

１ 貴校における志願変更 

 変 更 前 変 更 後 

選 抜 の 種 別 一般選抜 一般選抜 

課     程 の課程  の課程  

学 
 

科 

第１志望       科     科  

第２志望   科     科  

第３志望 科   科  

志願する希望者

対象の選抜段階 

第１志望   

第２志望   

※希望者を対象とする学校裁量枠の選抜段階への志願を変更する場合には、その段階番号を記入し、志願しない場合には「無」と記入する。 

 

２ 他校への志願変更 

・・・・・・・・・・・・・・・・・切 取 線（切り取らないで提出する。）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

他校への志願変更証明書 

令和   年   月   日  

富士 市立高等学校 長  印   

  下記の者について、他校への志願変更のため志願を取り消したことを証明します。 

記 

１ 出身中学校名         立       中学校 

 ２ 氏    名 

３ 旧 志 願 先 

 

 

 

 

（注）１ 本用紙のうち「志願変更願」は、志願者が作成し、中学校長が押印の上、富士市立高等学

校長に提出する。「他校への志願変更証明書」は、富士市立高等学校長が作成し、中学校長を

経由して志願変更者に交付する。 

２ 本用紙は、複写（コピー）して使用してもよい。 

選抜の種別 一般選抜 

課   程 の課程 

学   科               科 
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 様式第 11 号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

追 検 査 受 検 願 

 

令和   年   月   日 

 

(宛先)富士市立高等学校長 

 

受検番号（     ）志願者氏名           

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

 

  

下記のように追検査を受検させてくださるようお願いします。 

 

記 

 

１ 教 科 名 等 

２ 理     由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 本用紙は、志願者が作成する。 

２ 本用紙は、複写（コピー）して使用してもよい。 

３ 教科名等欄には、教科名、「面接」、「作文」等を記入する。 

  なお、学力検査において全教科受検できなかった場合には「全教科」と記入する。 

４ 理由が病気の場合には医師の診断書等、交通事情等の理由による場合には、その事務

担当責任者の証明書等、受検できなかった理由が正当であることを証明するに足る書類

を添える。 
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様式第 12号 [再募集用] 

受付 

番号 
 

選 抜 の 

種  類 
再  募  集 

※１ 

 

志望 

学科 

第 1 志望 第２志望 第３志望 志 願 す

る 学 校

裁 量 枠 

 

※２ 

   
 

入 学 願 書 

 令和６年  月  日 

（宛先）富士市立高等学校長 

 

 私は、貴校に入学したいので保護者と連署して志願します。 

志 
 

願 
 

者 

（ふりがな） 

氏 名 

                     

 

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

生 年 月 日 平成      年     月     日 生 

現 住 所 
（〒   －    ） 

入 学 後 の 

予 定 住 所 

（〒   －    ） 

保 

護 

者 

（ふりがな） 

氏 名 

                     

 

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

志 願 者 と 

の 続 柄 
 

現 住 所 
（〒   －    ） 

連絡先電話番号 （      ）     － 

志

願

者

の

学

歴

及

び

職

歴 
学   校   名 年  月  日 入学・卒業・その他 

小学校第６学年 年  月  日 卒 業 

中学校第１学年 年  月  日 入 学 

中学校第３学年 年  月  日 卒 業 見 込 ・ 卒 業 

   

   

   

 

富

士

市

教

育

委

員

会 
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志願者氏名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現　住　所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※

注意

1

2

注意

1

3 2

日程

4

納
入

通
知

書
の

り
づ

け

再募集実施当日の携行品

　受検票、鉛筆、消しゴム、上
履き。
　その他、実技検査等で必要な
物。
　筆箱、鉛筆削り、時計（計算
機能、辞書機能、通信機能等の
あるものを除く。）は持参して
もよい。
　会場での貸借は許されないの
で、忘れないようにすること。
　携帯電話の持参は認めない。
また、その他、作文等の解答に
利用できると考えられるものの
持参は認めない。

納入通知書貼付用紙

入学検定料 2,200円を富士市所定の納入通知書にて納入後、
納入通知書兼領収書（コピーでも可）を「納入通知書のりづけ」欄に貼付してください。

切取線　(切り取らないで提出する。)

　受付開始10分前までに会場
に到着するようにし、万一遅
刻したときは、会場係員に連
絡すること。

全日制

　急に病気になったり、交通
事故等で会場へ行けなくなっ
たりしたときは、電話等で連
絡し、指示を受けること。

　受検票は折らないようにす
ること。

志望学科(科)

受　検　票

　受検票を忘れたときは、受
付に連絡して指示を受けるこ
と。

令和６年度

富士市立高等学校再募集

受検番号

富士市立高等学校 校印

※以外は志願者が記入する。

志望学科(科)は、第１志望のみ記入
する。

３月21日（木）

氏名

志望課程

 8:30　受付開始

 8:40　注意伝達

 9:00～9:50　作文

 作文終了後

 　面接上の注意、面接ｶｰﾄﾞ記入、

 　面接及び実技検査
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別記４ 

入学願書[再募集用]の記入方法 

１ 入学願書の様式は、富士市立高等学校学則第 13 条によるものである。 

２ 本用紙は、市教育委員会が交付する。 

３ 「受付番号」の欄は記入しない。 

４ 「志望学科」欄には、学科名を記入する。スポーツ探究科を第１志望とする場合は、第３志望

まで、ビジネス探究科及び総合探究科を第１志望とする場合は、第２志望（ただし、スポーツ探

究科以外の学科）まで記入することができる。第２志望、第３志望まで記入しない場合は、斜線

を引く。なお学科の記入には、附属資料１の略記を使用してもよい。 

５ 「志願者 入学後の予定住所」の欄には、現住所と異なる場合に記入する。 

６ 「連絡先電話番号」の欄には、志願者又は保護者の連絡先電話番号を記入する。 

７ 中学校第１学年入学以降に転入学又は編入学をした者は、「志願者の学歴及び職歴」の欄の第４

行以降に必要事項を記入する。 

 

納入通知書貼付用紙、受検票の記入方法 

 

１ 納入通知書貼付用紙には、入学検定料 2,200 円を富士市所定の納入通知書にて納入後、納入通

知書兼領収書（コピーでも可）を「納入通知書のりづけ」欄に添付する。 

２ 受検票には氏名、志望学科（科）を記入する。 
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 様式第 13 号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

再募集志願資格証明書 

令和   年   月   日 

 

(宛先)富士市立高等学校長 

 

立      中学校長  氏     名  印   

 

 下記の者は、令和  年度富士市立高等学校入学者選抜の再募集への志願に当た

り、令和  年度富士市立高等学校入学者選抜実施要領に定める志願資格を有する

者であることを証明します。 

記 

  

中 学 校 名 

卒  業  

立         中学校 

卒業見込  

氏 名 

 

志願資格を有す 

る具体的理由 

 

 

 

（注）１ 本用紙は、中学校長が作成する。 

２ 本用紙は、複写（コピー）して使用してもよい。 
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 様式第 14 号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

 

身 元 保 証 承 諾 書 

 

令和   年   月   日 

 

(宛先)富士市立高等学校長 

 

身元保証人   氏     名      

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

住   所 

電   話 （     ）   － 

 

 下記の者が貴校を受検するに当たり、志願者の保護者が帰国するまでの間、志願

者の身元保証人となることを承諾します。 

 

記 

  

 １ 志願者氏名 

 

 

 ２ 志願者の保護者氏名 

 

 

 ３ 志願者と身元保証人との関係 

 

 

 ４ 志願者の帰国後の住所 

 

 

 

（注）１ 本用紙は、身元保証人が作成する。 

２ 身元保証人となりうる者は、おじ、おばなどの親族及び保護者の勤務する会社の責任

者などである。ただし、民法上の保証人とは異なる。 

３ 本用紙は、複写（コピー）して使用してもよい。 

４ 本用紙は、志願者の保護者が、原則として入学後１年以内に、志願者と同居すること

が明らかな場合に提出することができる。 
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 様式第15号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

受 検 上 の 配 慮 願 

令和   年   月   日 

(宛先)富士市立高等学校長 

立      中学校（卒業・卒業見込）    

志願者氏名              

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

保護者氏名             

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

住   所               電話番号 

下記のとおり、学力検査及び面接等の受検上の配慮をお願いします。 

記 

１ 選抜の種類 

  ①一般選抜    ②再募集 

２ 志願学科（科） 

  ①ビジネス探究科 ②スポーツ探究科 ③総合探究科 

３ 配慮を希望する事項・内容 

 (1) 学力検査及び面接の会場等          （特に配慮を希望する内容） 

①他の受検者と同じ検査室でよい。 

②別室での受検を希望する。 

③病院での受検を希望する。 

（病院名：         ） 

(2) 学力検査及び面接の方法等          （特に配慮を希望する内容） 

  ①拡大文字による検査問題を希望する。 

（拡大率：      ） 

  ②放送による問題において読唇を希望する。 

  ③点字による問題を希望する。 

  ④その他（           ） 

(3)その他（器具の持込み、介助者の付添い等） 

 

４ 配慮を希望する理由（具体的な障害の内容や程度等） 

 

中学校長記入欄 

  学力検査及び面接等の実施に当たり、上記の配慮が必要であると判断します。 

  令和   年   月   日 

                   学 校 名        立         中学校 

                   校長氏名                   印  

 

（注）１ 本用紙は、志願者が作成する。 

２ 本用紙は、複写（コピー）して使用してもよい。 

３ 該当する番号には○を付け、特に配慮を要する内容を記入する。 

４ 中学校長は、配慮内容の妥当性について記載した資料（診断書等及び志願者の中学校での学習・生活

の様子等についての説明書（様式自由））を添付して、校長に提出する。 
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 様式第 16 号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

受 検 上 の 配 慮 通 知 

令和   年   月   日 

立      中学校長 様 

志願者               様 

 

富士市立高等学校長  印   

 

下記のとおり、学力検査及び面接等の受検上の配慮をいたします。 

 

記 

  

 １ 選抜の種類 

①一般選抜     ②再募集 

 ２ 志願学科（科） 

  ①ビジネス探究科  ②スポーツ探究科  ③総合探究科 

 ３ 配慮事項・内容 

(1) 学力検査及び面接の会場等 

 

 

 

(2) 学力検査及び面接の方法等 

 

 

 

  (3) その他（器具の持込み、介助者の付添い等） 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 本用紙は、校長が作成する。 

２ 本用紙は、複写（コピー）して使用してもよい。 
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様式第 17号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

県外からの入学志願許可申請書 

令和  年  月  日 

（宛先）富士市立高等学校長 

卒業  
   立      中学校       

卒業見込  

 

志願者氏名                

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

志願者住所                

保護者氏名                

（氏名を自書しない場合は、記名押印すること。） 

（志願者との続柄）            

 

次の理由により貴校への入学を志願したいので、許可されるよう関係書類を添えて申請します。 

なお、貴校以外の公立高等学校へは出願しません。 

 

［理由］ 

 

 

上記に相違ないことを証明します。 

 

令和  年  月  日 

   立     中学校長 氏名            印 

 

申請のとおり県外からの入学志願を許可します。 

 

令和  年  月  日 

富士市立高等学校長 氏名             印 

 

（注）１ 本用紙は、志願者が２部作成し、中学校長を通じて富士市立高等学校長の許可を得る。 

   ２ 高等学校を入学年度の１月１日以降に退学したものについて証明する場合、中学校長

を高等学校長に訂正すること。 

   ３ 県外からの志願が適当であることを証明する書類（様式自由 要職印）を添付する。
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附属資料　２

１

２

３

４

ア 検査室において学力検査（作文を含む。）を中止する場合の指示事項

　ただいま、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表されました。
　学力検査（作文等）は、直ちに中止します。問題用紙（作文問題）と解答用紙（作文用紙）を重
ねて、机の上に置きなさい。
　受検票と筆記用具を持ちなさい。
　先生の誘導に従って、学校の定める安全な場所に移動しなさい。
　（必要がある場合は、校内及び周辺の危険箇所図を配布する。）

イ 上記ア以外の場合の指示事項は、校長が適宜定める。

ア 控室における指示事項

　ただいま、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表されました。直ちに、学校職
員の誘導に従って、学校の定める安全な場所に移動してください。

イ 上記ア以外の場合の指示事項は、校長が適宜定める。

ア 学力検査（作文を含む。）を中止した場合の検査室における問題用紙等の取扱い
問題用紙等は、誘導の際は回収せず、検査室にそのままにしておく。

イ 平常時における準備及び連絡事項
(ｱ)　控室の準備
　　　控室には、富士市立高等学校の定める安全な場所に至るまでの経路図等を掲示する。
(ｲ)　付添人への連絡
　　　受検者が検査室に入場した後、控室において、付添人に次の連絡をする。

１ 　気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合は、面接、作文、実技検査
及び学力検査等は、直ちに中止します。

２ 　受検者は、監督者等に誘導されて、ここに掲げる場所に向かいます。
　（富士市立高等学校の定める安全な場所への経路図を図示する。）

３ 　校内及び周辺の危険箇所は、次図に示すとおりです。
　（危険箇所を図示する。）

４ 　その他、学校の指示に従ってください。
ウ ここに示す以外のことについては、校長が適宜定める。

　指示事項

　指示事項

(4)　その他

気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合の措置について

　連絡事項

　検査当日、「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合は、令和６年度富士市立高等学校
入学者選抜に関する一切の業務（以下「入学者選抜業務」という。）を停止する。

　入学者選抜業務を停止した場合の当該業務の再開については、静岡県教育委員会の日程に合わせ
て行う。

　面接、作文、実技検査及び学力検査等実施中に「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場
合は、受検者及び付添人の安全を確保するため、次に示すところに従い、富士市立高等学校の地震防
災計画に準じて、具体的な対策を立てる。

(1)　教職員に対して、業務分担を明確にするとともに、当日の措置について、周知徹底を図る。
(2)　受検者に対する措置

(3)　付添人に対する措置

　入学者選抜の検査日以前に、「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表されている場合は、状況把
握等の情報収集につとめる。また、市教育委員会の指示に従う。
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附属資料３ 

富教総発第 188 号  

令和２年９月２日  

 

富士市立高等学校長 様 

 

富士市教育委員会  

教 育 総 務 課 長  

 

入学者選抜における県外（海外を含む。）からの志願者の扱いについて（通知） 

 

 富士市立高等学校入学者選抜実施要領では、県外の中学校卒業見込みの者又は中学校卒業

者の富士市立高等学校への志願について特別の理由があり、その理由を在学又は出身の中学

校長が適当であると認めた場合、かつ、上記理由を富士市立高等学校長（以下「校長」とい

う。）が適当であると認めた場合に限ることとしています。 

 校長による理由の適当性の判断においては、特に下記について、十分配慮した上で行うよ

うお願いします。 

なお、志願が適当であることを証明する書類については、客観的な公的機関の証明に加え、

中学校長等の保証等、校長の十分な判断に資するものであればこれを充たしうることを申し

添えます。 

 

記 

 
１ 家族と転住することを理由に志願しようとする生徒については、それが志願のために一

時的に行われるものであってはならないこと。 
２ 学校の特色に対して、勉学意思を持って志願しようとする生徒については、在学中の生

活指導、保護関係が保証される場合に限ってこれを認めるようにし、志願が適当であるこ

とを証明する書類として、この点が明確になるものを求めるものであること。 
  特に、アパートなどでの一人暮らしで、日常生活の保護・監督者と生活を共にできない

場合には、適当性を欠くものとして判断されることに留意する。 
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附属資料４ 

入学者選抜に係る情報の提供及び開示 
 

１ 入学者選抜に係る情報の提供 

入学者選抜に係る情報のうち、(1)に示す選抜資料については、(2)に示す手続によって受検者

本人に提供する。 

(1) 提供の対象となる入学者選抜に係る情報 

 ア  一般選抜 

   面接、学力検査及び学校独自選抜資料の結果  

 イ 再募集 

   作文、面接及び学校独自選抜資料（スポーツ探究科志願者のみ）の結果 

(2) 請求等の手続 

 ア 請求期間 

   令和６年４月１日から４月30日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 

 イ 請求先 

   富士市立高等学校 

 ウ 請求方法 

   受検者本人が受検票又は合格通知書を提示するとともに、口頭により希望する選抜資料の

結果を請求し、簡易な請求願に必要事項を記入する。 

 エ 提供方法 

   請求を受けた場合、受検者本人であることを確認の上、請求のあった情報を閲覧又は資料

提供により提供する。 

 オ 時間 

   午前９時から午後４時までの間で富士市立高等学校が適切に定める。 

 

２ 入学者選抜に係る情報の開示 

１に定めるもののほか、入学者選抜に係る情報の開示に関する事項については、富士市情報公

開条例並びに個人情報の保護に関する法律及び富士市個人情報の保護に関する法律施行条例に

基づいて行う。 
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